
令和５年第１回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．１

 

議案番号
件　　名 

（　　概　　要　　）

所　管　課

 審議結果 

（議決年月日）

 
議案第１号 教育委員会教育長の任命について 職員課

 新□　成夫　教育長の任期が令和５年３月２２日をもっ

て満了することに伴い，人格が高潔で，教育行政に関

し識見の高い木之内　英一　氏を新たに教育長として

任命したいので，地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第１項の規定に基づき，議会の同意を求め

るものであります。

同　意 

（令和 5年 3月 8日）

 
議案第２号 神栖市条例の読点の表記を改める条例 総務課

 国の公用文における横書きの読点の表記について，「、」

を用いることが原則となったことに鑑み，当市におけ

る条例の読点の表記について「，」を「、」に改めるた

め，条例を制定するものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第３号 神栖市情報公開条例 総務課

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い，神栖

市情報公開及び個人情報保護に関する条例を廃止し，

情報公開制度に係る条例を制定するものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第４号 神栖市個人情報の保護に関する法律施行条例 総務課

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い，法律か

ら委任された事項その他個人情報保護制度に係る所要事

項を定めるため，条例を制定するものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第５号 神栖市情報公開及び個人情報保護審査会条例 総務課

 個人情報の保護に関する法律の一部改正による神栖市

情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止に伴

い，情報公開及び個人情報保護審査会に係る条例を制

定するものであります。 

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）
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ＮＯ．２

議案番号
件 名

（ 概 要 ）

所 管 課

審議結果

（議決年月日）

 
議案第６号

神栖市コミュニティセンターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例
市民協働課

 矢田部ふれあい館内の児童発達支援事業所「なのはな」

がはさき福祉センターに移転することに伴い，全館を

コミュニティセンターとして利活用するため，所要の

改正を行うものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第７号 神栖市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公 

費負担に関する条例の一部を改正する条例

総務課 

（選挙管理委員会）

 公職選挙法第１４１条第８項の規定に基づき，市議会

議員選挙及び市長選挙における選挙運動用自動車の公

費負担に関し必要な事項を定めるため，また，公職選

挙法施行令の一部改正に伴い，選挙運動用ビラ及び選

挙運動用ポスターの作成について，公費負担の限度額

を引き上げるため，所要の改正を行うものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第８号 神栖市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例
こども福祉課

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

の一部改正に伴い，安全計画の策定等の義務化，業務

継続計画の策定等の努力義務化等について定めるた

め，所要の改正を行うものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第９号 神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例
子育て支援課

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い，安全計画の策定等の義務化等ついて定め

るため，また，懲戒権に係る規定を削除するため，所

要の改正を行うものであります。

 

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）
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議案番号
件 名

（ 概 要 ）

所 管 課

審議結果

（議決年月日）

 
議案第 10 号 神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
子育て支援課

 子ども・子育て支援法，学校教育法等の一部改正に伴

い，引用する条項の整理をするため，また，懲戒権に

係る規定を削除するため，所要の改正を行うものであ

ります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 11 号 神栖市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する

条例
子育て支援課

 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い，引用する条

項の整理をするため，所要の改正を行うものでありま

す。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 12 号

神栖市保育所の設置及び管理に関する条例及び神栖市

認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例

子育て支援課

 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い，引用する条

項の整理をするため，所要の改正を行うものでありま

す。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 13 号 

神栖市福祉作業所の設置及び管理に関する条例及び神

栖市障害者デイサービスセンターの設置及び運営等に

関する条例の一部を改正する条例

障がい福祉課

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律及び児童福祉法の一部改正に伴い，当該事務

の所管大臣が変更となるため，所要の改正を行うもの

であります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 14 号

神栖市児童発達支援事業所の設置及び運営等に関する

条例の一部を改正する条例
障がい福祉課

 児童発達支援事業所「なのはな」の移転に伴い，位置

を変更するため，また，児童福祉法の一部改正に伴い，

事業所の業務に関する文言を整理するため，所要の改

正を行うものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）
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ＮＯ．４

議案番号
件 名

（ 概 要 ）

所 管 課

審議結果

（議決年月日）

 
議案第 15 号 神栖市国民健康保険条例の一部を改正する条例 国保年金課

 健康保険法施行令の一部改正に伴い，出産育児一時金

の金額が見直されるため，所要の改正を行うものであ

ります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 16 号 神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例の一部を

改正する条例
防災安全課

 生活環境が著しく損なわれ，また，火災や犯罪等の発

生要因となるような空き地等に対する立入調査や段階

的な適正指導を強化するため，所要の改正を行うもの

であります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 17 号

神栖市地区計画区域内における建築物の制限に関する

条例の一部を改正する条例
都市計画課

 建築基準法の一部改正に伴い，建築物の容積率の算定

の基礎となる延べ床面積に算入しない建築物の部分を

追加するため，所要の改正を行うものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 18 号 令和４年度神栖市一般会計補正予算（第９号） 財政課

 補正は歳入歳出それぞれ１６億２,９０９万５千円を

追加し，補正後の予算規模を４８９億７,５７４万９千

円とするものであります。補正の主な内容につきまし

ては，令和３年度繰越金のうち，地方財政法第７条に

基づき２３億円を財政調整基金に積み立てるほか，国

の補正予算に伴い，小中学校の外壁改修工事を実施す

るため，補正予算を計上するものであります。財源と

しましては，繰越金，国庫支出金等を充てるものであ

ります。 

 

 

 

 

 

原案可決 

（令和 5年 3月 8日）
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議案番号
件 名

（ 概 要 ）

所 管 課

審議結果

（議決年月日）

 
議案第 19 号

令和４年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第２号）
財政課

 補正は歳入歳出それぞれ６億８,７６２万６千円を追

加し，補正後の予算規模を９６億９,１４４万１千円と

するものであります。補正の主な内容につきましては，

保険給付費及び国民健康保険支払準備基金への積立金

を増額するため，補正予算を計上するものであります。

財源としましては，県支出金及び繰越金を充てるもの

であります。

原案可決 

（令和 5年 3月 8日）

 
議案第 20 号 令和４年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第２号）
財政課

 補正は歳入歳出それぞれ１億９,９２９万１千円を追

加し，補正後の予算規模を５９億８,２９５万５千円と

するものであります。補正の主な内容につきましては，

令和３年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定に

伴い，基金積立金及び諸支出金を増額するため，補正

予算を計上するものであります。財源としましては，

繰越金等を充てるものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 8日）

 
議案第 21 号 令和４年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

１号）
財政課

 補正は歳入歳出それぞれ１,５０６万５千円を追加し，

補正後の予算規模を９億８,９４９万９千円とするも

のであります。補正の主な内容につきましては，後期

高齢者医療広域連合納付金を増額するため，補正予算

を計上するものであります。財源としましては，後期

高齢者医療保険料を充てるものであります。 

 

 

 

原案可決 

（令和 5年 3月 8日）
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議案番号
件 名

（ 概 要 ）

所 管 課

審議結果

（議決年月日）

 
議案第 22 号 令和４年度神栖市水道事業会計補正予算（第２号） 水道課

 補正は，資本的収入の予定額から１億８,８００万円を

減額し，９億１４３万５千円とするものであります。

補正の内容につきましては，企業債及び国庫補助金対

象事業費の確定に伴い減額するものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 8日）

 
議案第 23 号 令和４年度神栖市下水道事業会計補正予算（第２号） 下水道課

 補正は，資本的収入の予定額から９,６９６万円を減額

し，１３億９,５９９万２千円に，資本的支出の予定額

から９,６９２万円を減額し，１６億８,３２９万９千

円とするものであります。補正の主な内容につきまし

ては，資本的収入および資本的支出において，北公共

埠頭雨水幹線整備の地盤改良工事が不要となったこと

による事業費の減額に伴い，企業債の減額を行うため，

また，ポンプ場施設改築工事委託において事業費の確

定に伴い国庫補助金等を減額するため補正するもので

あります。

原案可決 

（令和 5年 3月 8日）

 
議案第 24 号 令和５年度神栖市一般会計予算 財政課

 歳入歳出予算の総額は，４５９億１,３００万円であ

り，前年度と比較しますと，４億１,３００万円の増額

となっております。

修正可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 25 号

令和５年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）

予算
財政課

 歳入歳出予算の総額は，９９億５,６２６万４千円であ

り，前年度と比較しますと，９億５,５６５万２千円の

増額となっております。 

 

 

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）
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議案番号
件 名

（ 概 要 ）

所 管 課

審議結果

（議決年月日）

 
議案第 26 号 令和５年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）予算 財政課

 歳入歳出予算の総額は，５９億８,１３３万３千円であ

り，前年度と比較しますと，１億９,７６６万９千円の

増額となっております。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 27 号 令和５年度神栖市後期高齢者医療特別会計予算 財政課

 歳入歳出予算の総額は，１０億２,８８３万４千円であ

り，前年度と比較しますと，５,４４０万円の増額とな

っております。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 28 号 令和５年度神栖市水道事業会計予算 水道課

 水道事業会計予算は，総額４４億２,５０６万３千円で

あり，前年度と比較しますと，１億６,２９３万６千円

の減額となっております。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 29 号 令和５年度神栖市下水道事業会計予算 下水道課

 下水道事業会計予算は，総額４０億１７０万８千円で

あり，前年度と比較しますと，４億２,２３５万１千円

の増額となっております。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 30 号 和解することについて 道路整備課

 現在の市道１－９号線の一部に私有地があるとして，

平成８年１２月に境界確定についての提訴がなされ，

平成１６年７月に当時波崎町の敗訴が確定したことに

より，これまで継続して和解交渉を行ってきたところ，

当事者間で合意が得られたため，地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定に基づき，議会の議決を求める

ものであります。 

 

 

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）



令和５年第１回神栖市議会定例会提出議案一覧 

ＮＯ．８

議案番号
件 名

（ 概 要 ）

所 管 課

審議結果

（議決年月日）

 
議案第 31 号 令和４年度神栖市一般会計補正予算（第１０号） 財政課

 
補正は歳入歳出それぞれ１,９００万円を追加し，補正

後の予算規模を４８９億９,４７４万９千円とするも

のであります。補正の内容につきましては，市道１－

９号線の一部に私有地があるとして，これまで和解交

渉を行ってきたところ，相手方と合意が得られたため，

和解金について補正予算を計上するものであります。

財源としましては，繰入金を充てるものであります。

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 32 号 神栖市議会個人情報の保護に関する条例

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
議案第 33 号 神栖市議会規則の読点の表記を改める規則

原案可決 

（令和 5年 3月 22 日）

 
請願第１号 学校給食費の無償化を求める請願書

採　択 

（令和 5年 3月 8日）

 
令和５年度神栖市一般会計予算の再議について 財政課

 令和５年第１回神栖市議会定例会に提出いたしまし

た，「議案第２４号令和５年度神栖市一般会計予算」

のうち，鹿島地方事務組合分担金（環境事業分），鹿島

地方事務組合分担金（鹿嶋可燃ごみ中継施設長期包括

運営業務委託分）及び鹿島地方事務組合分担金（鹿嶋

可燃ごみ中継施設コンテナ運搬業務委託分）に係る経

費は，当市の義務に属する経費であるとされておりま

す。そのため，令和５年３月２２日にされた議決は，

当該経費を削除するものであることから，地方自治法

第１７７条第１項の規定に基づき，再議に付するもの

であります。

先の議決（修正可決） 

のとおり決定 

（令和 5年 3月 22 日）


